
 
 

京都市廃棄物減量等推進審議会 
第2回ごみ処理手数料等検討部会  

 
平 成 1６ 年 7月 30日 

キャンパスプラザ京都 第１会議室  
 
 
 

（ 次 第 ） 
 
 
 
１ 開 会                      15:15 
 
 
 
２ 議 事  
 
 
 
   

（１）今回の議論のテーマ 
 
（２）13年度持込ごみ手数料改定の評価 

 
（３）他都市の料金体系の状況とその仕組み 

 
（４）民間における事業系ごみの受皿整備の状況 

 
（５）その他 

 
 
3 閉 会                      16:45 
 
 
 
 

 
 
１  今回の議論のテーマ 
 
２  １３年度持込ごみ手数料改定の評価 
 
３  他都市の料金体系の状況とその仕組み 
 
４  民間における事業系ごみの受皿整備の状況 
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２ 13年度持込ごみ手数料改定の評価 
 
 (1) 持込ごみの搬入状況(平成15年度)              資料ｐ2 
   ① 持込ごみの搬入量及び搬入台数の推移  

② 持込ごみの搬入台数及び搬入量 
③ １回当たり搬入量の最大値，最小値及び平均値       
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④ 廃棄物の定義と区分 
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４ 民間における事業系ごみの受皿整備の状況 
 

(1) 産業廃棄物に関する民間処理施設の状況          資料ｐ20 
   
(2) 事業系一般廃棄物に関する民間処理施設の状況       資料ｐ21 
 
 
 
 

 



 
 
【当面の議論の進め方】 

平成１６年７月３０日 
第２回部会 
・１３年度改正の手数料体系等による事業系ごみ減量

効果の評価 

     ８月２４日 
第３回部会 
・京都市のごみ処理原価の考え方とその推移 
・１７年度ごみ処理手数料とその減量効果の試算 

     ９月下旬 

第４回部会 
・短期的な視点からのごみ処理手数料等のあり方（案）
・第5回部会以降の審議の方向性について 
 （長期的な視点からのごみ処理手数料等のあり方）

    １０月下旬 審議会へ中間報告 
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１ 今回の議論のテーマ １ 今回の議論のテーマ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※図中のデータは平成 14 年度搬入実績，持込ごみ調査結果，産業廃棄物実態調査結果からの推計値 

事 業 系 ご み 

389,700 ㌧ 

（リサイクル分は除く） 

持 込 ご み 

122,700 ㌧ 

業 者 収 集 ご み 

267,000 ㌧ 

クリーンセンター 

267,000 ㌧ 
クリーンセンター 

101,000 ㌧ 

埋 立 処 分 地 

21,700 ㌧

囲いの部分が今回のテーマ

です。 

産業廃棄物 

21,700 ㌧ 

（18％） 

主に 

・コンクリート 

・アスファルト 

・石膏ボード 

※一部一般廃棄物も含まれる 

産業廃棄物 

22,700 ㌧ 

（18％） 

主に 

・木くず 

（建築廃材）

・紙くず 

・繊維くず 

一般廃棄物 

78,300 ㌧

（64％） 

主に 

・紙類 

・草木類 

※うち家庭系 

16,564 ㌧ 

全て一般廃棄物 

267,000 ㌧ 

主に 

・紙類 

・プラスチック類 

・厨芥類 

【資料１】 

平成 16 年７月３０日 

京都市廃棄物減量等推進審議会 

第２回ごみ処理手数料等検討部会 

 ・持込ごみ中の一般廃棄物・産業廃棄物・土砂の割合：持込ごみ質調査結果からの推計値 

 ・クリーンセンター持込ごみ中の一般廃棄物に占める家庭系ごみの割合：持込ごみ車両台数調査結果からの推計値 

※図中の％は，持込ごみ総量 122,700 ㌧に占める割合 
 



【資料２】 

平成 16 年７月３０日 

京都市廃棄物減量等推進審議会

第２回ごみ処理手数料等検討部会
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２ １３年度持込ごみ手数料改定の評価 

 

(1)持込ごみの搬入状況（平成１５年度） 

 

 ① 持込ごみの搬入量及び搬入台数の推移 

  

搬入量の推移

98,371
(81.2%)

88,402
(81.5%)

139,171
(83.1%)

171,217
(80.5%)

22,776
(18.8%)

20,053
(18.5%)

28,392
(16.9%)

41,463
(19.5%)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

12年７月～13年６月 13年７月～14年６月 14年７月～15年６月 15年度

（ｔ）
埋立

クリーンセンター

212 ,680

167 ,563

108 ,455 121 ,147

※ 上図のデータは搬入実績値（調整後の数値） 

搬入台数の推移

178,656

(91.0%)
176,312

(90.1%) 151,703

(89.7%)

176,251

(89.3%)

21,149

(10.7%)
17,374

(10.3%)

19,909

(9.9%)

17,579

(9.0%)

0

50000

100000

150000

200000

250000

12年７月～13年６月 13年７月～14年６月 14年７月～15年６月 15年度

埋立

クリーンセンター

（台）

196 ,235 196,221

169,077

197 ,400
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② 持込ごみの搬入台数及び搬入量 

持込ごみ搬入台数と搬入量（平成１５年度）

83,518
(78.0%)

176,251
(89.3%)

23,562
(22.0%)

21,149
(10.7%)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

搬入台数 搬入量

（台），（ｔ）

埋立量

クリーン
センター

１９７，４００台

１０７，０８０ｔ

 
    ※上図のデータは，持込ごみ搬入者が提出する搬入申告書データの個票を整理したもので，

ｐ２に示す搬入量（調整後のごみ量実績値）とは異なる。 

    ※以降のデータは，搬入申告書データを使用して推計している。 

 

③ １回当たり搬入量の最大値，最小値及び平均値（平成１５年度） 

クリーンセンターにおける
１回当たり搬入量の最大値，最小値及び平均値

0

1

2

3

4

5

6

7

8

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

（ｔ／回）

最大

最小

平均

埋立処分地における
１回当たり搬入量の最大値，最小値及び平均値

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

（ｔ／回）

最大

最小

平均

 



 
④ 持込ごみの内容の内訳 

 
○ クリーンセンター持込ごみの内容の内訳（搬入台数，平成１５年度） 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

家

具

類

金

属

類

家

電

木

く

ず

剪

定

枝

等

マ

ッ
ト
類

プ

ラ

ス
チ

ッ
ク

類

自

転

車

た

た

み

ふ

と

ん

・
じ

ゅ
う

た

ん
類

ビ

ニ
ー

ル
シ
ー

ト
類

生

ご

み

紙

・
ダ

ン
ボ

ー

ル
類

衣

類

・
布

類

そ

の
他

（台）

  ※１台の車両で複数の種類のごみを持ち込んでいる場合があるので，上グラフの搬入台数の合計

とクリーンセンターへの総搬入台数は合致しない。 

 

 

･ ○ 埋立処分地持込ごみの内容の内訳（搬入台数及び搬入量，平成１５年度）

 4 

7,353(34.8%) 7,989(33.9%)

10,338(48.9%)
11,401(48.4%)

1,030(4.9%)

1,650(7.0%)
1,392(6.6%)

929(3.9%)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

搬入台数 搬入重量

（台），（ｔ）
その他

焼却灰

混載

燃え殻類

火事場

ガラス類

陶器類

土砂類

断熱材類

がれき類

２１，１４９台

２３，５６２ｔ
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(2)ごみ処理原価の反映と累進性の導入 

 

① 平成９年度と１３年度の料金体系の変更点 
 
 
 平成９年度 平成１３年度 

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー 

７，０００円／ｔ 

 

(第１区分) 

・≦500kg    

→  800 円/100kg 

(第２区分) 

・＞500kg，≦2t 

→ 4,000 円＋1,200 円/100kg 

(第３区分) 

・＞2t      

→ 22,000 円+1,600 円/100kg 

 

(平均徴収単価) 

10,500 円 

 

埋
立
処
分
地 

５，５００円／ｔ 

 

(第１区分) 

・≦1t      

→  800 円/100kg 

(第２区分) 

・＞1t，≦3t   

→ 8,000 円＋1,200 円/100kg 

(第３区分) 

・＞3t      

→ 32,000 円+1,600 円/100kg 

 

(平均徴収単価) 

8,300 円 
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② 料金区分別の搬入台数と搬入量の推移（クリーンセンター） 

 

 

クリーンセンターへの搬入台数の推移

111,193
(73.3%)95,778

(54.3%)
88,679
(49.6%)

38,641
25.5%)

72,517
(41.1%)70,970

(39.7%)

1,869
(1.2%)

8,017
(4.6%)

19,007
(10.6%)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

12年7月～13年6月 13年7月～14年6月 14年7月～15年6月

2ｔ超

500㎏超2ｔ以下

500㎏以下

（台）
計178,656 計176,312

計151,703

 

 

 

クリーンセンターへの搬入量の推移

30,598
(42.5%)

27,638
(21.9%)

25,726
(16.2%)

36,291
(50.4%)

76,708
(60.8%)

74,920
(47.2%)

5,081
(7.1%)

21,813
(17.3%)

57,933
(36.5%)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

12年7月～13年6月 13年7月～14年6月 14年7月～15年6月

2ｔ超

500㎏超2ｔ以下

500㎏以下

（ｔ）

計158,579

計126,159

計71,970
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② 料金区分別の搬入台数及び搬入量の推移（埋立処分地） 

 

埋立処分地への搬入台数の推移

9,771
(56.2%)

9,211
(46.3%)5,985

(34.0%)

6,724
(38.7%)

9,213
(46.3%)

8,515
(48.4%)

879
(5.1%)

1,485
(7.5%)

3,079
(17.5%)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

12年7月～13年6月 13年7月～14年6月 14年7月～15年6月

3ｔ超

1ｔ超3ｔ以下

1ｔ以下

（台）

計17,579

計19,909
計17,374

 

 

 

 

埋立処分地への搬入量の推移

5,471
(26.5%)

5,451
(19.0%)

3,369
(8.4%)

11,488
(55.6%)

16,354
(57.0%)16,140

(40.0%)

6,886
(24.0%)

20,798
(51.6%)

3,704
(17.9%)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

12年7月～13年6月 13年7月～14年6月 14年7月～15年6月

3ｔ超

1ｔ超3ｔ以下

1ｔ以下

(　t　)

計40,307

計28,691

計20,663



 

 

③ 業種別の搬入台数及び搬入量（平成 15 年度） 

クリーンセンター

31,123
(37.3%)

84,645
(48.0%)

8,921(5.1%)

5,924
(7.1%)

27,995
(33.5%)

53,324
(30.3%)

12,198(14.6%)

15,783(9.0%)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

搬入台数 搬入重量

（台），（ｔ）

清掃業

建設業

印刷業・製本業

繊維工場

家具製造業・製紙業

その他製造業

造園業

運送・サービス業

再生資源回収業

小売業・自営業

一般・その他

１７６，２５１台

８３，５１８

  ※上図のデータは，全搬入者（約 30,000 件）の中から月平均１回以上持ち込んでいる搬入者

（約 2,000 件，ごみ量にすると全搬入量の 80％をカバー。）を抽出し，各搬入者の業種を

調査することにより推計している。 

  ※月平均１回未満の搬入者や，個人名の搬入者については一般・その他に分類している。 

埋立処分地

1,819(7.7%)
3,034
(14.3%)

2,020(8.6%)
809(3.8%)

18,479
(78.4%)15,987

(75.6%)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

搬入台数 搬入重量

（台），（ｔ） 清掃業

建設業

印刷業・製本業

製造業

造園業

運送・サービス業

再生資源回収業

小売業・自営業

ガラス・瓦・陶器製造

公共機関等

一般・その他

２３，５６２ｔ

２１，１４９台
※上図のデータは，全搬入者（約 3,000 件）の業種を調査することにより推計している。 

※持込回数の少ない搬入者や，個人名の搬入者については一般・その他に分類している。 
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④ 廃棄物の定義と区分 
 
 
 
 

廃棄物  
 
      

               
 
        
                                                    

産業廃棄物以外のもの 

一般廃棄物 産業廃棄物 

①燃えがら★ 

②汚泥 

③廃油 

④廃酸 

⑤廃アルカリ 

⑥廃プラスチック類 

⑦ゴムくず 

⑧金属くず 

⑨ガラス及び陶磁器くず★ 

⑩鉱さい 

⑪がれき類★ 

⑫ばいじん 

焼却灰，石炭がら 

排水処理の余剰汚泥，製造工程から出た汚泥 

潤滑油，洗浄用油 

塩酸，硫酸などの酸性の廃液 

写真現像液，ソーダ液などのアルカリ性の廃液 

合成樹脂くず，合成繊維くず，合成ゴムくず 

天然ゴムくず 

鉄くず，非鉄くず 

ガラスくず，陶磁器くず，耐火レンガくず 

高炉・電気炉などの残さ，不良石灰 

コンクリート残さ，アスファルト残さ 

集じん施設で集められた灰 

⑬紙くず★ 

⑭木くず★ 

⑮繊維くず★ 

⑯動植物性残渣 

⑰動物系固形不要物 

⑱家畜糞尿 

⑲家畜死体 

パルプ製造業や印刷業などから出る紙くず 

建設業や木製品製造業などから出る木くず 

繊維工業から出る天然繊維くず 

食品製造業などから出る魚あらなど 

と畜場及び食鳥処理場から出る骨，肉等のうちの不要物 

畜産農業から出る動物の糞尿 

畜産農業から出る動物の死体 

⑳その他 

    

上記のものを処分するため処理したもので，これらに該 

当しないもの 

そ
の
他

特
定
の
事
業
活
動
に
と
も
な
う
も
の

あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
と
も
な
う
も
の 

 

※★印のついているものは，本市が併せ産廃として処理を行っている。
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⑤ 料金区分別の一廃，産廃搬入量の内訳 

 

 

クリーンセンターにおける内訳（平成１５年度）

3,838
(71.1%)

27,607
(65.8%)23,494

(64.9%)

14,319
(34.2%)

12,703
(35.1%)

1,557
(28.9%)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

500㎏以下 500㎏超2ｔ以下 2ｔ超

産業廃棄物

一般廃棄物

(t)

36,197t

41,926t

5,395t

 

 

 

 

埋立処分地における内訳（平成15年度）

1,392
(19.7%)

1,359
(11.3%)

224
(8.0%)

2,590
(92.0%)

12,315
(88.7%)

5,683
(80.3%)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1ｔ以下 1ｔ超3ｔ以下 3ｔ超

産業廃棄物

一般廃棄物

（ｔ）

7,075t

13,674t

2,814t
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⑥ 1回当たり搬入量別の搬入量 

 

 

クリーンセンターにおける搬入量（平成15年度）

8,955

18,200

16,210

10,118

6,568

5,001
4,390

3,603 2,997
2,083

5,395

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

0.2
ｔ以

下

0.2
t超

0.4
ｔ以

下

0.4
ｔ超

0.6
ｔ以

下

0.6
ｔ超

0.8
ｔ以

下

0.8
ｔ超

1ｔ
以

下

1ｔ
超

1.2
ｔ以

下

1.2
ｔ超

1.4
ｔ以

下

1.4
ｔ超

1.6
ｔ以

下

1.6
ｔ超

1.8
ｔ以

下

1.8
ｔ超

2ｔ
以

下 2ｔ
超

(t)

 

 

埋立処分地における搬入量（平成15年度）

288

902

1,467

2,000

2,418
2,271

2,013
1,863

1,687
1,580

1,221

1,002
853

706

478

2,814

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0.2
ｔ以

下

0.2
t超

0.4
ｔ以

下

0.4
ｔ超

0.6
ｔ以

下

0.6
ｔ超

0.8
ｔ以

下

0.8
ｔ超

1ｔ
以

下

1ｔ
超

1.2
ｔ以

下

1.2
ｔ超

1.4
ｔ以

下

1.4
ｔ超

1.6
ｔ以

下

1.6
ｔ超

1.8
ｔ以

下

1.8
ｔ超

2ｔ
以

下

2ｔ
超

2.2
ｔ以

下

2.2
ｔ超

2.4
ｔ以

下

2.4
ｔ超

2.6
ｔ以

下

2.6
ｔ超

2.8
ｔ以

下

2.8
ｔ超

3ｔ
以

下 3ｔ
超

(t)
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(3)多量搬入者登録制度(１年間に月 10t 以上が３回以上の搬入者) 
   

 

 

① 多量搬入者登録制度について 

 

   ○制度導入時期 

    平成１３年８月 

 

○制度導入目的 

    ・排出者責任の明確化 

・不適正搬入の防止 

・ごみの減量化 

 

   ○制度の概要 

    ＜対象となる搬入者＞ 

      1 年間にクリーンセンター及び埋立処分地に月 10t 以上搬入した月が３回以

上あり，引き続き月 10t 以上搬入する見込みがある者 

    ＜登録時に提出が必要なもの＞ 

     ・登録申請書（搬入者の名称・連絡先，一廃・産廃の許可の有無・内容， 

            法人の場合は中小企業法に定める中小企業の種類等） 

     ・搬入計画書（主な排出者の名称・連絡先・ごみの内容・計画搬入量） 

     ・搬入車両一覧   など 

    ＜登録を受けた者の義務＞ 

     ・月間搬入実績報告書の提出（主な排出者の名称・連絡先・搬入量） 

    ＜登録を拒否した者に対する罰則＞ 

     ・厳重注意 ⇒ （従わない場合） ⇒ 搬入停止処分 

 

 

② 多量搬入者登録者数の推移 

 

 

411
368

197

146

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

登
録

件
数
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③ 持込ごみに占める多量搬入登録者による搬入台数及び搬入量の割合（平成 15 年度） 

 

 

 

クリーンセンターにおける割合（平成15年度）

36,907
(44.2%)

51,226
(29.1%)

46,612
(55.8%)

125,025
(70.9%)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

搬入台数 搬入量

多量搬入登録者以外

多量搬入登録者（台，t）

176,251台

83,519ｔ

 

 

 

 

埋立処分地における割合（平成15年度）

11,823
(50.2%)8,835

(41.8%)

11,739
(49.8%)

12,314
(58.2%)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

搬入台数 搬入量

多量搬入登録者以外

多量搬入登録者（台，t）

21,149台
23,562ｔ
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 (4)産業廃棄物の持込搬入量の上限設定(月 100t 超) 
  

 ① 搬入量制限について 

 

   ○開始時期 

    平成１３年７月 

   ○導入目的 

    搬入量の制限により，減量化に向けたインセンティブを与える 

   ○制度の概要 

    ＜対象となる搬入者＞ 

     ・クリーンセンターまたは埋立処分地に月 100t を越える産業廃棄物を搬入した者 

    ＜対象者への罰則＞ 

     ・月 100t を超える搬入が判明した時点で受入拒否した上で以下の対応 

      ・厳重注意 ⇒ （従わない場合） ⇒ 搬入停止処分 

 

 

  ② 月 100t を超える搬入者数の推移 

 

クリーンセンターにおける月100ｔ以上搬入者数の推移

4

7
6

3

17

11

6

2

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

13年度
4月～6月

13年度
7月～3月

14年度 15年度

搬
入

者
数

（
人

）

一廃

産廃

 

※上図に示す産廃 100ｔ超の搬入者に対しては，厳重注意を行った。 

 

埋立処分地における月100ｔ以上搬入者数の推移

0 0 0 0

9

2

0
1

0

2

4

6

8

10

13年度
4月～6月

13年度
7月～3月

14年度 15年度

搬
入

者
数

（
人

）

一廃

産廃

 

※上図に示す産廃 100ｔ超の搬入者に対しては，厳重注意を行った。 



 
⑤ 同一搬入者による１月間の搬入量別の搬入者数及び搬入量の分布 

 

 

   

クリーンセンターにおける分布（平成15年度）

41,878（67.3%）

9,284（11.3%）

8,224（13.2%）

6,225（7.6%）

10,669（17.2%）

31,218（38.0%）

24,594（29.9%）

1,292（2.1%）
7,360（9.0%）

3,444（4.2%）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

搬入者数 搬入量

100t超

50t超え100t以下

10t超え50t以下

1t超え10t以下

0.5t超え1t以下

0.5t以下

25（0.0%,100ｔ超）107（0.2%,50ｔ～100ｔ） 計 62,195件 計82,125ｔ
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埋立処分地における分布（平成15年度）

2,678（32.6%）

782（3.7%）

1,502（18.3%）

1,164（5.4%）

3,610（44.0%）

11,147（51.9%）

402（4.9%）

7,247（33.7%）

910（4.2%）

239（1.1%）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

搬入者数 搬入量

100t超

50t超え100t以下

10t超え50t以下

1t超え10t以下

0.5t超え1t以下

0.5t以下

計21,489ｔ15（0.2%,50ｔ～100ｔ） 2（0.0%,100ｔ超）計8,209件



【資料３】 

平成 16 年７月３０日 

京都市廃棄物減量等推進審議会

第２回ごみ処理手数料等検討部会
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３ 他都市の料金体系の状況とその仕組み 

 

(1)政令指定都市 

① 他政令指定都市の処理料金との比較（平成１６年４月１日現在） 

 

可燃ごみ  不燃ごみ 

①名古屋市 20,000  ①名古屋市 20,000 

②さいたま市 
家庭系：2,000 
（100 ㎏までは無料）

事業系：17,000 
 ②さいたま市

家庭系：2,000 
（100 ㎏までは無料）

事業系：17,000 

③千葉市 14,000  ③千葉市 14,000 

④横浜市 13,000  ④横浜市 13,000 

⑤川崎市 12,000  ⑤川崎市 12,000 

⑥札幌市 11,000  ⑥札幌市 11,000 

⑥福岡市 11,000  ⑥福岡市 11,000 

⑧京都市 10,500  ⑧仙台市 10,000 

⑨仙台市 10,000  ⑧神戸市 10,000 

⑩神戸市 8,000  ⑩京都市 8,300 

⑩広島市 8,000  ⑪広島市 8,000 

⑫北九州市 7,000  ⑫大阪市 5,800 

⑬大阪市 5,800  ⑬北九州市
がれき：3,000 
がれき以外：5,000

※本市の手数料については累進制を採っているため，平均徴収単価を掲載している。 

  

② さいたま市の事例 

    さいたま市では①の表に示すとおり，自己搬入ごみに家庭系・事業系の区分を設け，

別々の料金を徴収している。以下に料金体系，料金徴収方法等について示す。    

   ○自己搬入ごみの料金体系 

    ・家庭系：100kg/回未満＝無料，100kg/回以上＝20 円/10kg（最初の 10kg から） 

    ・事業系：一般廃棄物＝170 円/10kg 

         産業廃棄物＝170 円/10kg（紙くず，木くず，繊維くず，一部の動物系固形不要物） 

    ・適正処理困難物：500 円/個～1,500 円/個で個別に設定 

（スプリング入りマットレス・ソファー，タイヤ，物干し台，バッテリー）    

○現場での対応 

 ・搬入時に搬入者による自己申告内容と実際の搬入物の整合についてチェックを行う。 

 ・家庭系と申告している場合でも，搬入物チェックにより中身が事業系と判断でき

る場合には，受入拒否，事業系料金の徴収などの対応をとっている。 

⇒しかしながら，現場での明確な判断基準を設けることは困難であるため，実態とし

ては概ね搬入者の申告どおり受け入れている。 



 

 

(2)周辺都市 

 

① 周辺都市の処理料金との比較（1）    

 

可燃ごみ  不燃ごみ 

①相楽郡西部
塵芥処理組合 

家庭系：18,000 
事業系：20,000 

 ①草津市 

プラスチック類： 
100 ㎏未満 17,000
100 ㎏以上 26,000

その他の一般廃棄物：
200 ㎏未満 7,000

200 ㎏以上 11,000

②亀岡市 15,000  ②亀岡市 15,000 

②京田辺市 15,000  ②京田辺市 15,000 

②城南衛生
管理組合 

15,000  
④城南衛生
管理組合 

12,000 

⑤乙訓環境
衛生組合 

14,000  ⑤大津市 10,000 

⑥草津市 
200 ㎏未満 7,000
200 ㎏以上 11,000

 ⑥京都市 8,300 

⑦京都市 10,500  ⑦高槻市 
家庭系：4,000 
事業系：8,000 

⑧大津市 10,000  
⑦乙訓環境
衛生組合 

8,000 

⑨船井郡衛
生管理組合 

家庭系：無料 
事業系：8,400 

   

⑩高槻市 
家庭系：4,000 
事業系：8,000 
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※本市の手数料については累進制を採っているため，平均徴収単価を掲載している。
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② 城南衛生管理組合の事例 

 

  同管理組合では，平成１５年４月の料金改定までは，自己搬入ごみに産業廃棄物と

一般廃棄物の区分を設け，別々の料金徴収を行う体系をとっていたが，現場で一般廃

棄物と産業廃棄物の明確な判断が困難であることから，実際には全て一般廃棄物料金

で受け入れていたこともあり，改定後は同一料金を徴収するシステムに変更している。 

     

  改 定 前 

8 年 4 月～15 年 3 月 

 改 定 後 

１５年４月～ 

大規模 

事業所等 

1t まで 180 円/10kg

1t 超 220 円/10kg 可燃物，土砂等以

外の不燃物 
 

その他 
1t まで 90 円/10kg 

1t 超 110 円/10kg 

産業廃棄物  220 円/10kg 

 

150 円/10kg 

土砂等  
1t まで 45 円/10kg 

1t 超   65 円/10kg 

 
120 円/10kg 

適正処理困難物  220 円/10kg  225 円/10kg 

    

     

○現場での一廃，産廃の区別化が困難 ⇒ 一廃，産廃別料金制の廃止  

 

   

③ 周辺都市からの不正搬入の状況 

    京都市では，クリーンセンター及び埋立処分地において，年数回抜き打ちで展開調

査を行っている。 

調査は２ｔ車以上の大きさの車両による搬入者を対象に実施しており，調査台数が

30 台程度の場合，そのうちの１～２台に市外からの搬入が見られる。 

 

   ⇒展開調査を定常的に実施することは難しいので，周辺都市からの不正搬入ごみ量を

確定することはできないが，恒常的に周辺都市からのごみの流入があるものと考え

られる。 

 

表 展開調査結果の概要 

調査施設 調査時期 調査数 
他都市ごみ 

搬入者数 

南部 CC 13 年  9 月（1 週間） 28 2 

東北部 CC 13 年 10 月（2 日間） 17 0 

東部 CC 13 年 11 月（2 日間） 30 1 
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④ 周辺都市の処理料金との比較（2） 

 

亀岡市 

可燃：150 円

不燃：150 円

乙訓環境衛生組合

可燃：140 円 

不燃：  80 円 

船井郡衛生管理組合

家庭系： 無料 

事業系：  84 円 

大津市 

可燃：100 円

不燃：100 円

城南衛生管理組合 

可燃：150 円 

不燃：150 円 

京都市 

可燃：105 円

不燃：  83 円

 
本市と比較して高めの料金設定となっている自治体（一部事務組合） 

 

※上図に示す料金は，いずれも 10kg あたりの料金 

※船井郡衛生管理組合では，不燃ごみの自己搬入を認めていない 

※本市の手数料については累進制を採っているため，平均徴収単価を掲載している



 【資料４】 

平成 16 年７月３０日 

京都市廃棄物減量等推進審議会 

第２回ごみ処理手数料等検討部会 
４ 民間における事業系ごみの受皿整備の状況 
 

(1)産業廃棄物に関する民間処理施設の状況（市内） 

 
  該当する

告示産廃品目 
事業場数 

処理能力 

（ｔ／年）
稼働率 

余剰能力 

（ｔ／年） 

処理料金 

（円／ｔ） 
備 考 

焼却施設 

木くず，紙くず，

繊維くず 

 

５ 約 4 万 約 95% 約 0.2 万 約 25,000

 

がれき類破砕施設 

 
がれき類 9 約 225 万 約 15% 約 190 万 約 4,000

・骨材，資材等として再生利用 

・処理の対象となるのは，きれいに分

別されたがれき類 

廃木材破砕施設  廃木材 4 約 11 万 約 85% 約 1.7 万 約 10,000

パーティクルボード等として再生利

用 

 

石膏ボード破砕施設  石膏ボード ２ 約 0.5 万 約 10％ 約 0.4 万

10,000

～

15,000

破砕後の石膏ボードの８割程度が再

生利用されている 

がれき類以外の破砕

等施設（混合廃棄物の 

破砕，選別等施設） 

がれき類以外の 

混合廃棄物 ２7 約 27 万 約 85% 約 4 万

10,000

～

20,000

選別後に有効利用可能なものは再生

利用されている 

安定型最終処分場 

がれき類，ガラス，

コンクリート， 

陶磁器 

１
（有効容積）

5 万㎥

年間約

1 万㎥

残容積

半分程度
約 7,000

・本市埋立地より搬入基準が厳しい

（石膏ボード等不可） 

・交通の便が悪い 

【管理型最終処分場】 

（市内で受入後，市外

の処分場へ搬出） 

がれき類，ガラス，

コンクリート， 

陶磁器 

１
残容積には

余裕がある
約 20,000

・本市埋立地と同じ搬入基準 

・市内で受け入れた後，市外の処分場

に再搬 

20

 

※上表の内容は京都市産業廃棄物実態調査報告書（平成 15 年 5 月）等からの推計値 

※稼働率：処理実績／処理能力 

※処理能力（ｔ／年）：１日当たりの処理能力×320 日により算出 
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(2)事業系一般廃棄物に関する民間処理施設の状況（本市処理計画上の再資源化施設） 
  

処理品目 
処理能力 

（ｔ／年） 

処理実績 

（ｔ／年）
稼働率 

余剰能力 

（ｔ／年） 

処理料金 

（円／ｔ） 
備 考 

剪定枝   約 6,000 2,568 約 40% 約 3,500 約 10,000

交通の便が悪い 

 

 

剪定枝   約 13,000 3,843 約 30% 約 9,000 約 10,000

 

 

 

廃木材  約 64,000 54,022 約 85% 約 10,000 約 10,000  

処理能力及び処理実績には産廃処理分も含まれる 

 

廃木材 約 30,000 

１５年度に処理

計画上の再資源

化施設として位

置付け 

約 10,000 

処理能力及び処理実績には産廃処理分も含まれる 

 

 

厨芥類 約 40,000 

今年度から処理

計画上の再資源

化施設として位

置付け 

20,000 

 

・食品リサイクル法に定める「登録再生利用事業者」 

・処理料金については，廃棄物の性状によって異なる 

 

※処理料金はヒアリングによるもの。その他は実績値。 

※稼働率：処理実績／処理能力 

※処理能力（ｔ／年）：１日当たりの処理能力×320 日により算出 

 

 

 ◎その他，古紙については古紙回収業者による回収ルートが存在しており，大規模事業所を中心に再生利用されている。 

    

 


